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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の Ｉ Ｃ タ グ が 同 一 の 物 品 に 装 着 さ れ た も の で あ る こ と を 確 認 す る た め の 真 贋 判 定 情
報 を 記 憶 し 、 該 真 贋 判 定 情 報 を 送 出 す る 機 能 を 有 す る 複 数 の Ｉ Ｃ タ グ と 、 該 Ｉ Ｃ タ グ か ら
該 真 贋 判 定 情 報 を 受 信 し て 真 贋 判 定 に 用 い る 真 贋 判 定 装 置 と を 用 い 、
　 も と も と は 第 １ の 所 定 の 個 数 の Ｉ Ｃ タ グ が 装 着 さ れ た 物 品 に 装 着 さ れ た 複 数 の Ｉ Ｃ タ グ
内 の 情 報 を 前 記 真 贋 判 定 装 置 に よ り 読 み 出 し 、 該 真 贋 判 定 装 置 で 、 第 ２ の 所 定 の 個 数 以 上
の 前 記 読 み 出 さ れ た Ｉ Ｃ タ グ 内 の 真 贋 判 定 情 報 が 同 一 物 品 に 装 着 さ れ た こ と を 示 す 情 報 で
あ る か 否 か を 判 定 し て 、 該 物 品 の 真 贋 の 判 定 を 行 い 、
　 前 記 第 ２ の 所 定 の 個 数 は 前 記 第 １ の 所 定 の 個 数 よ り も 少 な い こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋
判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 所 定 の 個 数 は 、 前 記 第 １ の 所 定
の 個 数 の 半 数 よ り も 多 い こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 方 法 で あ っ て 、 前 記 真 贋 判 定 情 報 に 、 前 記 第 １ の 所 定 の 個
数 の 情 報 ま た は 前 記 第 ２ の 所 定 の 個 数 の 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 方 法 で あ っ て 、 同 一 物 品 に 装 着 さ れ た こ と を 示 す 真 贋 判 定



情 報 を 読 み 出 せ る Ｉ Ｃ タ グ の 個 数 の 大 小 に 応 じ て 、 物 品 の 物 理 的 な 特 徴 を 計 測 す る 部 位 の
個 数 ま た は 質 を 調 整 で き る 付 加 的 な 計 測 方 法 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 方
法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 方 法 で あ っ て 、 該 物 品 が 真 と 判 定 さ れ た 場 合 に も 、 情 報 が
読 め な い Ｉ Ｃ タ グ が 一 定 個 以 上 あ る 場 合 に は 、 該 物 品 を 回 収 す る ス テ ッ プ を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 Ｉ Ｃ タ グ が 装 着 さ れ た 物 品 の 真 贋 を 判 定 す る 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 物 品 に 装 着 さ
れ た 複 数 の Ｉ Ｃ タ グ 内 の 真 贋 判 定 情 報 を 読 み 出 す 通 信 部 と 、 該 物 品 に 本 来 装 着 さ れ て い る
べ き 第 １ の 所 定 の 個 数 よ り も 少 な い 第 ２ の 所 定 の 個 数 以 上 の 前 記 読 み 出 さ れ た Ｉ Ｃ タ グ 内
の 真 贋 判 定 情 報 が 同 一 物 品 に 装 着 さ れ た こ と を 示 す 情 報 で あ る か 否 か を 判 定 し て 、 物 品 の
真 贋 の 鑑 別 を 行 う 処 理 部 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 所 定 の 個 数 は 、 前 記 第 １ の 所 定
の 個 数 の 半 数 よ り も 多 い こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 前 記 真 贋 判 定 情 報 に 、 前 記 第 １ の 所 定 の 個
数 の 情 報 ま た は 前 記 第 ２ の 所 定 の 個 数 の 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 同 一 物 品 に 装 着 さ れ た こ と を 示 す 真 贋 判 定
情 報 を 読 み 出 せ る Ｉ Ｃ タ グ の 個 数 の 大 小 に 応 じ て 、 物 品 の 物 理 的 な 特 徴 を 計 測 す る 部 位 の
個 数 ま た は 質 を 調 整 で き る 付 加 的 な 計 測 方 法 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装
置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ６ の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 該 物 品 が 真 と 判 定 さ れ た 場 合 に も 、 情 報 が 読 め
な い Ｉ Ｃ タ グ が 一 定 個 以 上 あ る 場 合 に は 、 物 品 を 回 収 す る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る
物 品 真 贋 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ６ の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 前 記 Ｉ Ｃ タ グ を 装 着 す る 物 品 は 紙 幣 で あ り 、 該
物 品 真 贋 判 定 装 置 は 、 紙 幣 の 自 動 取 り 扱 い 機 能 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装
置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ １ の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 該 紙 幣 が 偽 物 と 判 定 さ れ た 場 合 に 該 偽 物 紙 幣
を 格 納 す る 偽 券 格 納 ボ ッ ク ス と 、 該 紙 幣 が 真 と 判 定 さ れ た 場 合 で 情 報 が 読 め な い Ｉ Ｃ タ グ
が 一 定 個 以 上 あ る 場 合 に 、 該 紙 幣 を 回 収 す る 損 券 格 納 ボ ッ ク ス と 、 そ れ 以 外 の 場 合 の 紙 幣
を 格 納 す る 正 券 格 納 ボ ッ ク ス と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ １ 記 載 の 物 品 真 贋 判 定 装 置 で あ っ て 、 同 一 物 品 に 装 着 さ れ た こ と を 示 す 真 贋 判
定 情 報 を 読 み 出 せ る Ｉ Ｃ タ グ の 個 数 の 大 小 に 応 じ て 、 該 紙 幣 の 物 理 的 な 特 徴 を 計 測 す る 部
位 の 個 数 ま た は 質 を 調 整 で き る 付 加 的 な 計 測 方 法 を 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 物 品 真 贋 判
定 装 置 。
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